
・採用後、業務内容を変更する予定がない場合は、「変更範囲：変更なし」と明

示してください。

・将来の配置転換など、雇入れ直後の業務と異なる業務に配置される見込み

がある場合には、変更後の業務を明示してください。

変更範囲：変更なし
変更範囲：会計・経理事務、障害者福祉施設指導員

職業安定法施行規則の改正により、2024（令和６）年４月１日以降、ハローワークに求
人申込みを行う場合は、求人票に以下の①～③の明示をお願いします。

パート求人も明示は同様となります。

① 従事すべき業務の変更の範囲 【対象：すべての求人】

【原則更新の場合】
→「求人に関する特記事項」欄（裏面）に通算契約期間または更新回数
上限を記載

【条件付きで更新ありの場合】
→この欄に更新条件及び通算契約期間または更新回数上限を記載
例）勤務実績等による。通算契約期間上限３年／更新回数上限２回

※更新上限がない場合には、「ハローワークへの連絡事項」に「更新上限なし」

と記載してください。

※雇用期間の定めのない求人や、雇用期間の定めありで更新なしの求人につ

いては当該項目の明示は必要ありません。

③ 有期労働契約を更新する場合の基準（通算契約期間または更新回数上限を
含む） 【対象：雇用期間の定めありで更新ありの求人】

なし あり

ありの場合は転勤範囲を明示。
例）A 事業所、B 事業所

採用後、雇入れ直後の就業場所と異なる就業場所に配置される見込みがある

場合は、転勤の可能性を「１．あり」とした上で、転勤範囲を明示してください。

② 就業場所の変更の範囲 【対象：すべての求人】



【原則更新の場合】
→この欄に通算契約期間または更新回数上限を記載
例）更新上限：有（通算契約期間３年／更新回数２回）

今回の明示事項について、指定の欄に書き切れない場合は、
この「求人に関する特記事項」欄に記載してください。

ハローワーク迫 求人担当 ℡0220-22-8609
（Ｒ6.2）

「ハローワークインターネットサービス」に、リーフレットが
掲載されています。


